
｢指定通所介護｣「指定通所型サービス」 

 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス・通所型サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業者 

（１）法人名  社会福祉法人 北筑前福祉会 

（２）法人所在地 福岡県宗像市用山４７１番地５ 

（３）電話番号  ０９４０－３８－３９１０ 

（４）代表者氏名 理事長 高 山 勲 

（５）設立年月  昭和５２年９月２２日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    通所介護事業   平成１１年１０月１日指定 

             通所型サービス  平成３０年 ４月１日指定 

（２）事業所の目的   要支援又は要介護状態にある利用者が居宅において可能な限りその 

有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、支 

援するとともに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、又その家 

族等の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（３）事業所の名称    津屋崎園デイサービスセンター 

（４）事業所の所在地   福岡県福津市勝浦字練原３５１４番地２ 

（５）電話番号      ０９４０－５２－７４３０ 

（６）事業所長（管理者） 氏名  木野田 勇貴 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（福岡県指定 第 4074600034） 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定

された方が対象となります。 

 

た方が対象となります。 

 



（７）当事業所の運営方針 

① 利用者及びその家族等の心身の特性を踏まえて日常生活動作の維持回復を図るとともに、通 

所介護計画に基づき必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供する。 

② 実施にあたっては関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、通 

所サービスの提供に努めるものとする。 

（８）開設年月    平成３年４月 

（９）利用定員    ３５人 

（１０）第三者評価  実施なし 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域    福津市・宗像市（離島除く） 

（２）営業日及び営業時間 

   ・営業日          祝日を含む月曜日～土曜日 

   ・定休日          日曜日、１２月３０日～１月３日 

   ・サービス提供時間     ９時３０分～１６時４５分 

   ・延長サービス（自費）   ①８時００分～９時３０分 

                 ②１６時４５分～１８時００分 

 

４．職員の配置状況 

当事業所では、契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞   

   職種    人員 

１．管理者 １名 

２．介護職員 ３名以上 

３．生活相談員 １名以上 

４．看護職員 １名以上 

５．機能訓練指導員 １名以上（兼務） 

              ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

５．サービスの内容 

（１）送迎     …送迎車等で自宅と事業所間を送迎いたします。 

（２）入浴     …入浴介助にかかわる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行い、看護 

師の健康管理のもとに、身体状況に応じ介護職員がついて安全に楽しく

入浴していただきます。 

（３）食事     …栄養バランスを考えた献立を、調理員が心をこめて作ります。 

（４）生活相談   …生活相談員や専門職員がいつでもわかりやすく、丁寧にご相談に応じま 

す。 

（５）日常動作訓練 …看護師等により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るの 

に必要な機能の回復、又は減退を防止するための訓練を実施します。 

 



６．サービス利用料金 

（１）【別表１】【別表２】の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から

介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、

契約者の要介護度に応じて異なります。） 

（２）支給限度額を超える利用がある場合はその超える単位数は全額負担となります。 

（３）契約者がまだ要介護認定を受けていない場合又は居宅サービス計画が作成されていない場

合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定

を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払

いとなる場合、契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した｢サービ

ス提供証明書｣を交付します。 

（４）契約者に提供する食事に要する費用（昼食６６０円、夕食６００円）は別途頂きます。 

（５）介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額を

変更します。 

 

７．介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第６条参照）  

以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

サービスの概要と利用料金 

① 通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、 

送迎費用として下記料金をご負担いただきます。 

   福津市・宗像市以外：実施区域外から片道１０㎞を超える場合は、往復３００円 

② レクリエーション、クラブ活動 

契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

  利用料金：材料代等をご負担いただきます。 

③ 複写物の交付 

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には下記料金をご負担いただきます。 

  １枚につき１０円 

④ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用で契約者にご負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

   教養娯楽費等  実費    

   おむつ代    実費     

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがありま

す。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前までにご説明し

ます。 

 

８．利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

事業所は当月の利用者負担金（前記６、７の料金･費用）の明細を付して、翌月１０日ごろ

に契約者に請求し、口座振替を基本とし、口座振替の手続きができない場合は、翌月末日ま



でに当事業所までご持参してお支払いいただくか、下記の指定口座にお振込み頂きます。お

支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので必ず保管お願いします。 

 

【指定口座】※手数料は利用者負担となります 

 

福岡銀行  福間支店  普通預金  １１８７１７１ 

（口座名義） 社会福祉法人 北筑前福祉会 

           津屋崎園デイサービスセンター 理事長 髙山 勲 

 

 

９．利用の中止、変更、追加（契約書第７条参照） 

① 利用予定日の前に、契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしく 

は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日

までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合、キャ

ンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、契約者の体調不良等

正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

③ サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する曜

日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議します。 

 

１０．高齢者虐待防止の推進 

高齢者虐待防止を推進し、適切に対応するために事業所に委員会・高齢者虐待対策責任者を選 

任します。利用者等の人権の擁護・虐待の防止等・権利擁護に取り組み研修や検討会を定期的   

に開催し従業者への周知徹底に努めます。虐待が発生した場合には、直ちに詳しい事情を把握

するとともに検討会議や市町村への報告など適切な対応を行います。また、再発防止のため虐

待についての記録は保管します。 

 

１１．身体拘束廃止に向けての取り組み 

身体拘束を行う場合には、別途定める「身体拘束に関するマニュアル」に従い実施するものと 

します。尚、身体拘束等の対応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な  

い理由を記録します。 

 

１２．非常災害対策 

① 関連事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組

みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名：（   木野田 勇貴   ） 

 



② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 ４月・１１月） 

 

１３．業務継続計画の策定等 

（１）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継 

   続的の実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務 

   継続計画」という。）を策定し、該当業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとしま 

す。 

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練 

   を定期的に実施します。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

   行います。 

 

１４．緊急時又は事故発生時の対応について 

（１）当事業所は、サービスの提供中に契約者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき、又

は事故が発生したときは速やかに主治医に連絡し適切な処置を講ずると共に、市町村、当

該契約者の家族、当該契約者に係る居宅介護支援事業者に報告を行います。 

（２）当事業所は事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の

原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 

１５．苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

・苦情受付窓口（担当者） 生活相談員  木佐貫 香織 

・受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時～１７時    

・電話番号 ０９４０-５２-７４３０ 

また、苦情受付ボックスをデイサービス玄関に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

福津市 

高齢者サービス課 

所在地  福津市中央 1-1-1 

電話番号 0940-43-8191  ＦＡＸ 0940-34-3881 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

宗像市 

介護保険課 

所在地  宗像市東郷 1-1-1 

電話番号 0940-36-4877   ＦＡＸ 0940-36-2410 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 

  介護保険相談窓口 

所在地  福岡県博多区吉塚本町 13-47 

電話番号 092-642-7859   ＦＡＸ 092-642-7856 

受付時間 月～金 ８：３０～１７：００ 

福岡県社会福祉協議会 

所在地  春日市原町 3-1-7（クローバープラザ内） 

電話番号 092-915-3511   ＦＡＸ 092-584-3790 

受付時間 火～日 １０：００～１６：００ 



津屋崎園デイサービスセンター 

『 個人情報利用目的』 

１．ご利用の皆様への介護サービス提供 

 ①「津屋崎園デイサービスセンター」での介護サービスの提供 

 ②ご利用の皆様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や居宅介護支援 

事業所等との連携（サービス担当者会議等）、及び照会に対する回答 

 ③他の病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションとの連携 

 ④ご家族への病状説明 

 ⑤その他、ご利用の皆様への介護サービス提供に関する利用 

  ・ご利用の皆様の氏名入りの作品、行事等参加時の写真等の掲載 

  ・ご利用の皆様の写真等をパンフレットやアルバム、おたよりへの記載 

  ・ご家族、お身内の面会、電話の取り次ぎ、お問い合わせの対応 

  ・地域交流のための、ボランティア等の受け入れや学校・保育園等との交流 

  ・北筑前福祉会ホームページ内ブログ及び SNSへの写真等の掲載 

２．介護保険請求のための事務 

 ①「津屋崎園デイサービスセンター」での介護保険に関する事務及びその委託 

 ②国保連合会への介護保険報酬請求の提出 

 ③国保連合会及び保険者からの照会への回答 

 ④公費負担に関する行政機関等からの照会への回答 

 ⑤その他、介護保険、公費負担に関する介護給付費請求のための利用 

３．「津屋崎園デイサービスセンター」の管理運営業務 

 ①会計・経理 

 ②事故・苦情等の報告 

 ③「津屋崎園デイサービスセンター」ご利用の皆様のサービス向上 

 ④その他、「津屋崎園デイサービスセンター」の管理運営業務に関する利用 

４．賠償責任保険等に係る保険会社等への相談又は届出等 

５．介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

６．「津屋崎園デイサービスセンター」での施設内において行われる介護・ヘル 

パー等の実習への協力 

７．介護の質の向上を目的とした「津屋崎園デイサービスセンター」内、「北筑

前福祉会内」、「施設外」での研修 

８．外部監査機関への情報提供 

９．施設見学者等への公開 

１０．北筑前福祉会の発行する広告を目的としない機関紙 

１１．災害等の緊急時、自治体等への情報開示 

※上記のうち、他の介護保険事業者、医療機関等への情報提供等や介護サービスの提  

 供等について同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し下さい。 

※これらのお申し出は、いつでも撤回・変更することが可能です。 



契約書・重要事項説明書について 

 

１．「指定通所介護（デイサービス）」重要事項説明書 

  「指定通所型サービス」重要事項説明書 

２．津屋崎園デイサービスセンター『個人情報利用目的』 

３．【別表１】または【別表２】通所介護事業所利用料金表 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 指定通所介護・指定通所型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき上記の内容について

説明を行いました。 

    

津屋崎園デイサービスセンター 

          ＜説明者職名＞  管理者 

 

氏 名  木野田 勇貴     印 

 

 

この契約の証として本契約書２通を作成し、記名押印のうえ、各自１通を保有するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

〔契約者〕 

私は、重要事項の説明を受け、この契約の定めるところに従い、貴事業所において

サービスを利用することを申し込みます。 

 

住 所 

                          

氏 名                  印 

 

 

〔契約代理人〕 

住 所                          

 

氏 名                  印 

 

契約者との続柄          

 

 

 

 

〔事業者〕 

私は、指定通所介護事業所・指定通所型サービス事業所として申し込みを受諾し、

この契約書に定めるサービスを誠実且つ責任を持って提供します。 

 

介護保険指定事業所番号 【福岡県 第４０７４６０００３４号】 

 

住  所       福岡県福津市勝浦字練原３５１４番地２ 

事業所名       社会福祉法人北筑前福祉会  

津屋崎園デイサービスセンター 

事業所長（管理者）     木野田 勇貴   印 

 



1割 2割 3割

要介護1 370 40 18 428 439 879 1318

要介護2 423 40 18 481 493 987 1481

要介護3 479 40 18 537 551 1102 1654

要介護4 533 40 18 591 606 1213 1820

要介護5 588 40 18 646 663 1326 1990

要介護1 388 40 18 446 458 916 1374

要介護2 444 40 18 502 515 1031 1546

要介護3 502 40 18 560 575 1150 1725

要介護4 560 40 18 618 634 1269 1904

要介護5 617 40 18 675 693 1386 2079

要介護1 570 40 18 628 644 1289 1934

要介護2 673 40 18 731 750 1501 2252

要介護3 777 40 18 835 857 1715 2572

要介護4 880 40 18 938 963 1926 2889

要介護5 984 40 18 1042 1070 2140 3210

要介護1 584 40 18 642 659 1318 1977

要介護2 689 40 18 747 767 1534 2301

要介護3 796 40 18 854 877 1754 2631

要介護4 901 40 18 959 984 1969 2954

要介護5 1008 40 18 1066 1094 2189 3284

要介護1 658 40 18 716 735 1470 2205

要介護2 777 40 18 835 857 1715 2572

要介護3 900 40 18 958 983 1967 2951

要介護4 1023 40 18 1081 1110 2220 3330

要介護5 1148 40 18 1206 1238 2477 3715

要介護1 669 40 18 727 746 1493 2239

要介護2 791 40 18 849 871 1743 2615

要介護3 915 40 18 973 999 1998 2997

要介護4 1041 40 18 1099 1128 2257 3386

要介護5 1168 40 18 1226 1259 2518 3777

別表1

通所介護事業所料金表

1．厚生労働大臣の定める基準によるもの（単位数）

所要時間 要介護度 基本単位
入浴介助(Ⅰ)

＜回＞

サービス

提供体制（Ⅱ）

＜日＞

合計

（単位）

8時間以上

9時間未満

利用者負担額（円）

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

 



2．その他の加算

　□　科学的介護推進体制 40単位／月

　□　介護職員等処遇改善加算Ⅰ 総単位数に9.2％を掛けたもの

　◆　1単位の単価 福津市は地域区分が6等級となっているため1単位＝10.27円となります

　利用料金は上記の単位数に1単位あたりの単価10.27円を乗じて算定し、利用者負担は1割～3割（介護保険負担

割合による）の額となります。また、入浴サービスをを提供しなかった場合は、その部分の負担はありません。

3．その他の費用

　□　昼食代 660円／回

　□　おむつ代 実費

　□　教養娯楽費 実費

　□　その他　　日常生活において通常必要となうものに係る費用の負担をお願いすることがあります。

　◆昼食代以外の料金が発生する場合は事前にご本人、ご家族に通達いたします。

（注1）上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本料金

も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

（注2）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくことと

なりますのでご留意ください。

令和6年6月　現在

 



福津市介護予防・日常生活支援総合事業料金表

1．厚生労働大臣の定める基準によるもの（単位数）

１回につき

１月につき

2．その他の加算

　□　サービス提供体制強化加算

　□　科学的介護推進体制

　□　介護職員処遇改善加算Ⅰ

　◆　1単位の単価

　利用料金は上記の単位数に1単位あたりの単価10.27円を乗じて算定し、利用者負担は1割～3割（介護保険負担割合に

よる）の額となります。

3．その他の費用

　□ 昼食代 660／回

　□ おむつ代 実費

　□ 教養娯楽費 実費

　□ その他 日常生活において通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。

　◆ 昼食代以外の料金が発生する場合は事前にご本人、ご家族に通達いたします。

（注1）上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本料金も自動

的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

（注2）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりま

すのでご留意ください。

令和6年6月　現在

別表2

要介護度
合計

（単位）

基本単位

（回）

447

436

447

事業対象者

要支援1

利用者負担額（円）

1割 2割 3割

436 447 895 1343

459 918 1377

要介護度
合計

（単位）

利用者負担額（円）

1割

要支援2

2割 3割

事業対象者

基本単位

（月）

1846 3693 5539
要支援1

事業対象者
3718 7437 11156

要支援2
3621

1798

3621

事業対象者
1798

総単位数に9.2％を掛けたもの

福津市は地域区分が6等級となっているため、1単位＝10.27円となります

事業対象者・要支援1

事業対象者・要支援2

  72単位／月

144単位／月

  40単位／月事業対象者・要支援1・要支援2

 


